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東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
五
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
起
案
文
書
及
び
収
受
文
書
（
他
の
起
案
文
書
に
添
付
す

る
も
の
及
び
資
料
文
書
を
除
く
。
）
の
部
請
負
又
は
委
託
に
よ
る
事

業
に
関
す
る
も
の
の
項
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万

円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
二
十
一
号

庁

中

一

般

東
京
都
事
案
決
定
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
六
の
項
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
七
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
勝
ど
き
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
の

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

勝
ど
き
東
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
十
一
年
十
月
三
十
一

日
ま
で

三

施
行
地
区

中
央
区
勝
ど
き
二
丁
目
及
び
勝
ど
き
四
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

中
央
区
勝
ど
き
四
丁
目
十
三
番
六
号

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日

五

変
更
の
内
容

事
業
施
行
期
間
を
令
和
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

六

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
八
年
六
月
十
七
日

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
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当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
調
布
市
染
地
一
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

地
下
水
の

水
質
の
測
定
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
府
中
市
多
磨
町

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

指
定
理
由

人
の
身
体
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
に
幻
覚
等
の
作
用

を
及
ぼ
し
、
ま
た
、
こ
れ
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
の
健
康

に
被
害
が
生
じ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め

三

施
行
期
日

令
和
八
年
六
月
十
八
日

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
二
号

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育

委
員
会
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
起
案
文
書
及
び
収
受
文
書
（
他
の
起
案
文
書
に
添
付
す

る
も
の
及
び
資
料
文
書
を
除
く
。
）
の
部
請
負
又
は
委
託
に
よ
る
事

業
に
関
す
る
も
の
の
項
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万

円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

市
街
地
再
開
発
組
合
の
理
事
長
の
住
所
の
変
更
に
つ

い
て

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
二
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
青
梅
駅
前
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合
か
ら

理
事
長
の
住
所
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
十
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

氏
名
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林

薫

二

住
所

青
梅
市
本
町
千
一
番
地
デ
ュ
オ
ヒ
ル
ズ
青
梅
ザ
・
フ
ァ
ー
ス
ト

一
四
〇
一
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